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表紙

（ 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 ）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第19条第２項の規定に基づき、書面交付請
求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電
子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第７回定時株主総会資料

●　事業報告

　　「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

●　連結計算書類

　　「連結株主資本等変動計算書」

　　「連結注記表」

 ●　計算書類

　　「株主資本等変動計算書」

　　「個別注記表」

第 7 期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）

株式会社ナルミヤ・インターナショナル
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 法令及び社会倫理の遵守による経営の実践により、公正な利潤追求と社会の持続的な発展
に寄与するため、「企業行動憲章」を定める。

ロ. 「コンプライアンス行動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアン
スを最優先するよう周知徹底する。

ハ. コンプライアンスを重視した経営を目指すためのコンプライアンス委員会を組織すること
により、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

ニ. 「職務権限規程」及び「稟議規程」に基づき職務を執行することで、適切な権限行使と牽
制を機能させる。

ホ. 法令・定款違反、社内規範違反あるいは社会通念に反する行為等については、従業員が直
接情報提供を行う手段として、「内部通報規程」を定め、社外のホットライン窓口に通報
する体制を設け、運営する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に従い、
文書または電磁的媒体に記録、保存し、取締役及び監査役が常時閲覧できるようにする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 「リスク管理規程」を定め、事業活動において想定される天災リスク、情報システムリス
ク、労務管理リスク、その他事業の継続に著しく大きな影響を及ぼすリスクに対応する組
織及び責任者を定め、適切に評価・管理できる体制を構築する。

ロ. 「リスク管理規程」を定め、不測の事態が生じた場合には、対策本部等を設置し、情報開
示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

ハ. 当社商品の安全・安心な品質確保のための管理体制を定めた安心・安全委員会を設置し、
商品の安全性を保証し、消費者事故の発生を未然に防止するとともに、事故発生時の速や
かな対応ができるよう安心・安全体制の維持、管理に取り組む。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 「取締役会規程」・「役員規程」・「執行役員規程」・「職務権限規程」を定め、職務執
行のルールを明確にする。

ロ. 取締役・執行役員・事業部長・部門長を構成員とする経営会議を設置し、職務執行状況の
把握を行う。

ハ. 取締役会の意思決定の迅速化を図るため、取締役の人数を最小限に抑え、取締役会を機
動的に開催する。

ニ. 経営会議及び取締役会において月次業績のレビューと改善策の実施について検討、報告を
行い、経営目標の進捗状況の把握に努める。

⑤　当社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　当社は、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項の決定について事前に当社の承認
を得るよう子会社に義務づけております。

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、当社グループ各社の業績及び信用に重要な影響を及ぼす可能性があるリスクが
生じた場合、当社のリスク管理委員長に対し報告し、対応することとしております。

ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　「取締役会規程」・「職務権限規程」を定め、職務執行のルールを明確にする。

ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
　当社は、「関係会社管理規程」に基づく、子会社の重要な事項の決定について、当社と事
前に協議するよう子会社に義務付けるとともに、子会社から経理事務に係る業務委託を受
け、子会社の取引の内容及び営業成績を把握するよう努めております。また、監査役監査及
び内部監査においても、当社の監査役及び内部監査室が監査を行うことを監査計画に定め、
子会社の業務の適正を確保するよう努めております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の
実効性の確保に関する事項
　監査役が、監査業務の補助のため、専属使用人を求めた場合は必要な人材を配置するとと
もに、必要に応じ当社の内部監査部門の使用人が対応する。監査役会は、専属使用人の人事
異動については、事前に人事総務部長より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理
由を付して当該人事異動につき変更を人事総務部長に申し入れることができる。また、当該
使用人を懲戒に処する場合には、人事総務部長はあらかじめ監査役会の承諾を得る。

⑦　監査役への報告に関する体制
　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
イ. 代表取締役は、「取締役会規程」の定めに従い、会社の業務執行の状況その他の必要な情
報を取締役会において報告または説明する。

ロ. 取締役、執行役員及び使用人は会社の信用または業績について重大な被害を及ぼす事項ま
たはそのおそれのある事項を発見した場合にあっては、監査役に対し速やかに当該事項を
報告する。

ハ. 監査役は、職務の執行に当たり必要となる事項について、取締役、執行役員及び使用人に
対して随時その報告を求めることができ、当該報告を求められた者は速やかに報告する。

⑧　監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した
債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないこ
とを証明できる場合を除き、これに応じる。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席

し、意見を述べることができる。
ロ. 監査役は、必要に応じて取締役、執行役員及び使用人に対して報告を求めることができ
る。

ハ. 監査役、会計監査人及び内部監査室は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。
ニ. 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合の場を持つ。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、適正な内部統制の運用を
図っております。当期においては以下の取り組みを行っております。
①　取締役会
　当期において、定時及び臨時を含めて計14回の取締役会を開催し、各議案についての十分
な審議や取締役の業務執行状況についての報告が行われ、活発な意見交換が行われておりま
す。
②　各種社内委員会
　企業統治のための社内委員会として、指名報酬委員会、リスク管理委員会、コンプライアン
ス委員会、安心・安全委員会を設置し、それぞれの規程に基づき運用しております。
③　監査役の監査体制
　当期において、毎月１回程度、監査役会を開催し、監査役会において定めた監査計画に基づ
いた監査を実施しております。また、当期において開催された取締役会や経営会議への出席の
ほか、取締役との面談を通じて、取締役による業務の執行を監査しております。監査役会は、
監査の実効性を高めるため、内部監査室及び監査法人と定期的に意見・情報交換を行っており
ます。
④　内部監査
　内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社の内部監査を実施しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2022年 3 月 1 日から
2023年 2 月28日まで )

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 255,099 1,860,774 2,766,903 △132 4,882,645
会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額 △16,692 △16,692

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映
した当連結会計年度期首残高 255,099 1,860,774 2,750,211 △132 4,865,952

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △313,803 △313,803
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 831,100 831,100

株主資本以外の項目の当連結会計年
度 変 動 額 ( 純 額 ) －

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － － 517,296 － 517,296
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 255,099 1,860,774 3,267,507 △132 5,383,248

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計退職給付に係る調整

累 計 額
そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 19,157 19,157 4,901,802
会計方針の変更による累積
的 影 響 額 △16,692

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映
した当連結会計年度期首残高 19,157 19,157 4,885,110

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △313,803
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 831,100

株主資本以外の項目の当連結会計年
度 変 動 額 ( 純 額 ) △19,831 △19,831 △19,831

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 △19,831 △19,831 497,464
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 △674 △674 5,382,574

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 株式会社ハートフィール、株式会社ＬＯＶＳＴ

②　非連結子会社の状況
非連結子会社の名称 株式会社ナルミヤ・ワンパ

娜露密雅商貿（上海）有限公司
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社はいずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結
計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しており
ます。

⑵　持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
会社等の名称 株式会社ナルミヤ・ワンパ

娜露密雅商貿（上海）有限公司
持分法を適用しない理由 各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響
が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外してお
ります。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

　時価法により評価しております（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）。
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ロ．棚卸資産
　商品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によ
り評価しております。

②　重要な固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）なら
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

ハ．リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
　従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ．ポイント引当金
　当社グループが顧客に付与するポイントには、購入実績に応じて付与するポイントと、購入実績以外
の事象で付与するポイントがあります。
　このうち、購入実績以外の事象で付与するポイントについて、将来のポイント利用による費用の発生
に備えるため、翌連結会計年度以降に発生すると見込まれる額を計上しております。
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④　収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ．商品の販売に係る収益認識

　当社グループにおいては、主に商品の販売を行っております。主な履行義務は、顧客に商品を引
き渡す義務であり、顧客との契約に基づき商品を引き渡した時点で商品の支配が顧客に移転すると
判断していることから、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、通信販売
事業及び卸売販売事業においては、国内販売である場合には、収益認識会計基準の適用指針第98項
に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常
の期間である場合には、出荷時点において収益を認識しております。

ロ．自社ポイントに係る収益認識
　当社グループが顧客に付与するポイントには、購入実績に応じて付与するポイントと、購入実績
以外の事象で付与するポイントがあります。
　このうち、購入実績に応じて付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を
考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法により、収益を認識して
おります。

⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理の方法

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上
しております。

a.　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法
は、期間定額基準によっております。

b.　数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（３年）による定額
法により按分した額を翌連結会計年度から処理することとしております。

ロ．のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却に関しては、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で定額法により
償却しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
⑴　収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

①　自社ポイント制度に係る収益認識
　自社ポイント制度により会員の購入金額に応じて付与するポイントについて、従来は販売時に収益を
認識するとともに、付与したポイントのうち将来使用されると見込まれる額をポイント引当金として計
上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、付与したポイントを履
行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の
配分を行う方法に変更しております。

②　本人取引に係る収益認識
　百貨店を対象とする消化取引について、従来は顧客から受け取る対価の額から販売店の手数料相当額
を控除した純額で収益を認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの
役割が本人に該当すると判断した取引については、総額で収益を認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連
結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ
し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに
従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高及
び売上総利益がそれぞれ2,417,836千円増加し、販売費及び一般管理費が2,441,334千円増加し、営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ23,498千円減少し、親会社株主に帰属する当期純利
益が30,916千円減少しております。
　また、当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算
書の利益剰余金の期首残高は16,692千円減少しております。
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⑵　時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結
計算書類への影響はありません。

　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うことといたしました。

３．会計上の見積りに関する注記
⑴　棚卸資産の評価

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　商品　　2,478,474千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産は、連結会計年度末における正味売却価額が取得原価より下落している場合には、当該正味売

却価額をもって連結貸借対照表価額としております。一定期間を経過した棚卸資産については、セール販
売実績等に基づく正味売却価額に基づき、棚卸資産の種類毎に規則的に帳簿価額を切り下げております。

当社グループの事業が属する市場の環境が予測より悪化し、棚卸資産の評価に影響を与える需要予測等
の要因が変動した場合、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能
性があります。

⑵　のれんの評価
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　 　　　　　　　　　2,637,481千円
のれん償却額（特別損失）　　　93,792千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんについては、減損の兆候の有無を確認したうえで、減損の認識、測定の要否を判断しておりま

す。減損損失の認識、測定を行う場合には、主に事業計画を基にした将来のキャッシュ・フロー等につい
て仮定を設定しております。

のれんの評価は、将来の不確実な経済条件の変動等の結果によって影響を受ける可能性があり、見直し
が必要となった場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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当連結会計年度
（2023年２月28日）

当座借越限度額 900,000千円
貸出コミットメントの総額 1,500,000
借入実行残高 －
差引額 2,400,000

⑶　有形固定資産の減価償却累計額 3,613,915千円

当連結会計年度
（2023年２月28日）

受取手形 976千円
売掛金 2,220,469

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　当社において、安定的な資金調達を図るため、金融機関との間でシンジケートローン及びコミットメント

ライン契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、当社がこれらに抵触し
た場合、期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が
あります。

　　当連結会計年度における財務制限条項の主な内容は以下のとおりであります。
①　2023年２月期以降の各決算期末の連結貸借対照表上の純資産の部の合計額を直前の決算期比75％以上
に維持すること

②　2023年２月期以降の各決算期末の連結損益計算書上の当期純利益が２期連続で赤字にならないように
すること

⑵　安定的な資金調達を図るため、金融機関との間で当座借越契約、シンジケートローン及びコミットメント
ライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座借越契約及び貸出コミットメントに係る借入未
実行残高は次のとおりであります。

⑷受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
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普通株式 10,122,830株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 2 年 ５ 月 2 5 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 313,803 31 2022年２月28日 2022年５月26日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年５月23日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 313,803 31 2023年２月28日 2023年５月24日

５．連結損益計算書に関する注記
⑴　貸倒引当金繰入額

特別損失に計上されている貸倒引当金繰入額は、第三者によるクレジットカードの不正利用等の理由で
見込まれる損失額を計上したものであります。

⑵　のれん償却額
特別損失に計上されているのれん償却額は、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」

（日本公認会計士協会　会計制度委員会報告第７号）第32項の規定に基づき、子会社株式の減損処理に伴
ってのれんを一時償却したものであります。

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

－ 12 －
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７．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に照らして、主に銀行借入により必要な資金調達をしております。一時的な

余資は、流動性が高くかつ安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により
調達しております。なお、デリバティブ取引は買掛金にかかる金利変動リスクを回避するために利用
し、投機的な取引は行わない方針です。

②　金融商品の内容及び当該商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
差入保証金は、主に直営店舗の出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されておりま

す。
営業債務である買掛金は、120日以内の支払期日であります。その一部には、商品等の輸入に伴う外貨

建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
　　ファイナンス・リース取引に係るリース債務及び長期借入金は、主に直営店舗の内装設備工事等の資金

の調達を目的としたものであります。なお、長期借入金は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒
されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
a.　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について与信限度額を設定し、担当部門と経営管
理部が連携して取引先ごとの残高及び回収状況について管理することで、回収懸念の早期把握や軽減
を図っております。

b.　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、各部署からの報告に基づいて経営管理部が毎月資金繰計画を作成・更新及び取締
役会への報告を行うとともに、一定の流動性預金額を維持するなど流動性リスクを管理しておりま
す。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ）

⑴ 為替予約                     467                     467                        －

⑵ 差入保証金（※3）            1,840,836            1,833,109 　　　　  △7,726

資産計 1,841,304 1,833,577 △7,726

⑴ リース債務（※4） 715,546 713,102 △2,443

⑵ 長期借入金（※5） 3,130,981 3,115,055 △15,925

負債計 3,846,527 3,828,158 △18,368

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2023年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

(※1)　「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「買掛金」については、現金及び短期間で決済されるた
め時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※2)　非上場株式（連結貸借対照表計上額12,489千円）は、市場価格のない株式等であるため、上表には含め
ておりません。

(※3)　連結貸借対照表計上額との差額は、資産除去債務相当額692,787千円であります。
(※4)　１年内返済予定のリース債務を含めております。
(※5)　１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 3,047,482 － － －
受取手形 976 － － －
売掛金 2,220,469 － － －

合計 5,268,928 － － －

１年以内

（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超

（千円）
リース債務 270,034 187,194 123,350 72,403 33,149 29,414

長期借入金 726,344 717,112 716,396 659,700 311,429 －

合計 996,378 904,306 839,746 732,103 344,578 29,414

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
為替予約 － 467 － 467

資産計 － 467 － 467

(注)１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　2．社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

 価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

 定に係るインプットを用いて算定した時価
　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
差入保証金 － 1,833,109 － 1,833,109

資産計 － 1,833,109 － 1,833,109
リース債務  － 713,102 － 713,102
長期借入金  － 3,115,055  － 3,115,055

負債計 － 3,828,158 － 3,828,158

（単位：千円）

チャネルの名称 当連結会計年度

百貨店 9,310,275

ショッピングセンター 13,111,673

eコマース 8,186,014

その他 4,388,823

顧客との契約から生じる収益 34,996,787

その他の収益 995

外部顧客への売上高 34,997,783

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
　　差入保証金
　　　差入保証金の時価は、将来キャッシュ・フロー（資産除去債務相当額控除前）を、期末日直近の国債

の利回り（ゼロを下限とする）で割り引いた現在価値より算出しており、レベル２の時価に分類してお
ります。

　　リース債務、長期借入金（１年内返済予定のものを含む）
　　　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規リース取引又は借入を行った場合に想定される利率

（ゼロを下限とする）で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

８．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高）

受取手形 1,162

売掛金 2,376,038

顧客との契約から生じた債権（期末残高）

受取手形 976

売掛金 2,220,469

契約負債（期首残高）

前受金 13,205

契約負債 　114,199

契約負債（期末残高）

前受金 16,983

契約負債 　117,012

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「１．連結計算書類の作成

のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4)　会計方針に関する事項　④　収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
⑴　契約負債の残高等

　　連結計算書類上、前受金は流動負債の「その他」に計上しております。契約負債は、主に、当社グルー
プが顧客に付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。

　　当連結会計年度期首の契約負債残高は、当連結会計年度に全額収益として認識されております。

⑵　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を
超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約か
ら生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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⑴　１株当たり純資産額 531円73銭
⑵　１株当たり当期純利益 82円10銭

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
自己株式の取得

　当社は、2023年４月17日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて
適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、自己株式の取得を
以下のとおり実施いたしました。
１．自己株式の取得に係る決議内容

⑴　自己株式の取得を行う理由
　資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行等のため、自己株式の取得を行うものであります。
　なお、当社は取締役及び執行役員向けに株式報酬制度（譲渡制限付株式報酬制度・業績連動型株
式報酬制度）の導入を予定しており、今後交付する譲渡制限付株式にも今回取得した自己株式を充
当する予定です。

⑵　自己株式の取得に係る決議内容
　①取得する株式の種類　　：当社普通株式
　②取得する株式の総数　　：305,000株（上限）
　　　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.01％）
　③株式の取得価額の総額　：280,600,000円（上限）
　④自己株式の取得期間　　：2023年４月17日から2023年４月18日まで
　⑤取得の方法　　　　　　：東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）
　　　　　　　　　　　　　　による買付け

２．自己株式の取得結果
　上記買付による取得の結果、2023年４月18日に当社普通株式305,000株を280,600,000円で
取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了いたしました。
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株主資本等変動計算書

( 2022年 3 月 1 日から
2023年 2 月28日まで )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 255,099 303,063 1,557,710 1,860,774 2,831,915 2,831,915 △132 4,947,657
会計方針の変更に
よる累積的影響額 △16,756 △16,756 △16,756

会計方針の変更を
反映した当期首残高 255,099 303,063 1,557,710 1,860,774 2,815,159 2,815,159 △132 4,930,900

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △313,803 △313,803 △313,803

当 期 純 利 益 764,662 764,662 764,662

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 450,858 450,858 － 450,858

当 期 末 残 高 255,099 303,063 1,557,710 1,860,774 3,266,017 3,266,017 △132 5,381,759

純 資 産
合 計

当 期 首 残 高 4,947,657
会計方針の変更に
よる累積的影響額 △16,756

会計方針の変更を
反映した当期首残高 4,930,900

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △313,803

当 期 純 利 益 764,662

当 期 変 動 額 合 計 450,858

当 期 末 残 高 5,381,759

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

　子会社株式
　移動平均法による原価法により評価しております。

　その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの

　時価法により評価しております（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　商品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によ
り評価しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）なら
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

③　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を採用しております。
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⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③　ポイント引当金
　当社が顧客に付与するポイントには、購入実績に応じて付与するポイントと、購入実績以外の事象で
付与するポイントがあります。
　このうち、購入実績以外の事象で付与するポイントについて、将来のポイント利用による費用の発生
に備えるため、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を計上しております。

④　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。
a.　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法は、期
間定額基準によっております。

b.　数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（３年）による定額
法により按分した額を翌事業年度から処理することとしております。

⑷　収益及び費用の計上基準
　顧客との契約から生じる収益に関する履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認
識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①　商品の販売に係る収益認識
 　当社においては、主に商品の販売を行っております。主な履行義務は、顧客に商品を引き渡す義務

であり、顧客との契約に基づき商品を引き渡した時点で商品の支配が顧客に移転すると判断している
ことから、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、通信販売事業及び卸売販
売事業においては、国内販売である場合には、収益認識会計基準の適用指針第98項に定める代替的な
取扱いを適用し、出荷時から商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に
は、出荷時点において収益を認識しております。

②　自社ポイントに係る収益認識
 　当社が顧客に付与するポイントには、購入実績に応じて付与するポイントと、購入実績以外の事象
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で付与するポイントがあります。
 　このうち、購入実績に応じて付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考

慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法により、収益を認識しており
ます。

⑸　その他計算書類作成のための基本となる事項
　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却に関しては、その効果が発現する期間（20年）にわたって定額法により償却しておりま
す。

２．会計方針の変更に関する注記
⑴　収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時
点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

 　①　自社ポイント制度に係る収益認識
　自社ポイント制度により会員の購入金額に応じて付与するポイントについて、従来は販売時に収益を
認識するとともに、付与したポイントのうち将来使用されると見込まれる額をポイント引当金として計
上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、付与したポイントを履
行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の
配分を行う方法に変更しています。

 　②　本人取引に係る収益認識
　百貨店を対象とする消化取引について、従来は顧客から受け取る対価の額から販売店の手数料相当額
を控除した純額で収益を認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が本
人に該当すると判断した取引については、総額で収益を認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当
事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。た
だし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱い
に従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

－ 22 －



2023/04/20 10:44:09 / 23977398_株式会社ナルミヤ・インターナショナル_招集通知

個別注記表

　この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上総利益がそれぞれ2,416,176千
円増加し、販売費及び一般管理費が2,437,048千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益
がそれぞれ20,871千円減少し、当期純利益が28,324千円減少しております。
　また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算
書の繰越利益剰余金の期首残高は16,756千円減少しております。

⑵　時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによ
る、計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
⑴　棚卸資産の評価

①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　商品　　2,333,000千円
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「3．会計上の見積りに関する注記　(1)　棚卸資産の評価」に記載のとおりであります。

⑵　関係会社株式の評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

　関係会社株式　　　　432,216千円
　子会社株式評価損　　257,372千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式については市場価格がないことから、取得原価をもって貸借対照表価額としておりま

す。関係会社の財政状態の著しい悪化により実質価額が著しく下落した場合には、回復可能性が十分な
証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額処理を行うこととしております。

なお、超過収益力を反映した価額で取得した株式については、取得時に事業計画に基づいて把握した
超過収益力が引き続き存在する場合には、超過収益力を加味して株式の実質価額を算定しております。
関係会社の事業計画には、収益予測等の仮定が用いられております。事業計画の達成状況等により超過
収益力が毀損したと判断した場合には、実質価額まで減額する必要があり、翌事業年度に影響を及ぼす
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⑴　関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 －千円
仕入高 177,473千円
販売費及び一般管理費 139,343千円

営業取引以外の取引による取引高 4,502千円

可能性があります。

⑶　のれんの評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　のれん　　2,417,352千円
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　連結注記表「3．会計上の見積りに関する注記　(2)　のれんの評価」に記載のとおりであります。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,588,237千円

⑵　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,345千円
短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,805千円

５．損益計算書に関する注記

⑵　貸倒引当金繰入額
　特別損失に計上されている貸倒引当金繰入額は、第三者によるクレジットカードの不正利用等の理由で
見込まれる損失額を計上したものであります。

６．株主資本等変動計算書関係に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式　　　　122株
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繰延税金資産
棚卸資産評価損 118,101千円
賞与引当金等 40,107千円
貸倒引当金 35,573千円
未払事業税 27,735千円
未払費用 48,157千円
退職給付引当金 92,743千円
減価償却超過額 85,201千円
資産除去債務（差入保証金） 210,993千円
その他 94,429千円

繰延税金資産小計 753,043千円
評価性引当額 △321,256千円

繰延税金資産合計 431,786千円
繰延税金資産の純額 431,786千円

⑴　１株当たり純資産額 531円65銭
⑵　１株当たり当期純利益 75円54銭

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

８．関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

９．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表「１．重要な会計方針に係
る事項に関する注記　(4)　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
　連結注記表「10．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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